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はじめに 

 福岡市漁港管理条例及び同条例施行規則においてプレジャーボート（※）を係留できるの

は、浜崎今津漁港と規定しているが、その他の福岡市が管理する漁港（以下「市管理漁港」

という。）において、プレジャーボートの放置艇を約 350隻確認している。 

 プレジャーボートの放置艇については、全国的な課題となっており、市管理漁港において

も多くの放置艇が確認されたことから、適正化に向けた対応の検討のため、専門的見地から

意見を聴取することを目的に「福岡市管理漁港におけるプレジャーボートの係留等のあり方

に関する有識者会議」（以下「有識者会議」という。）を設置した。 

※福岡市漁港管理条例に規定する船舶の種類は、「漁船」、「漁船以外の船舶」、「小型船舶」となっており、本有

識者会議では、プレジャーボート及び遊漁船（以下「プレジャーボート」と総称する。）の係留等を議論の対象

とする。

１ 有識者会議の組織 

会 長 

  來生 新 横浜国立大学名誉教授、放送大学名誉教授 

副会長 

  斉藤 芳朗 弁護士 德永・松﨑・斉藤法律事務所 

委 員 

  久米村 翔 公認会計士 EY新日本有限責任監査法人 

  島田 修 一般社団法人 福岡県海洋スポーツ協会事務局長 

  近松 英一郎 福岡県漁業協同組合連合会参事 

  宮𦚰𦚰 敬子 舞鶴自治協議会 会長 

  上野 亮一 福岡県農林水産部水産局水産振興課 課長補佐 

２ 開催実績 

日時 場所 出席者 次第 

第１回 

令和７年９月 12日(金) 

10：00～11：45 

TKP ｴﾙｶﾞｰﾗﾎｰﾙ 

中ホール１ 
６名出席 
（久米村委員欠席） 

・会長副会長の選出

・事務局からの説明

・協議

第２回 

令和７年９月 30日（火） 

15：00～16：15 

アクロス福岡

６階 607会議室
７名出席 

・事務局からの説明

・協議

第３回 

令和７年 11月 20日（木） 

14：00～15：00 

TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ 

PREMIUM 

天神ｽｶｲﾎｰﾙ 

ｳｴｽﾄﾙｰﾑ

６名出席 
（島田委員欠席） 

・事務局からの説明

・協議
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３ 第１回会議での委員の主な意見 

【係留しているプレジャーボート（約３５０隻）への対応について】 

・福岡市周辺の他の漁港には収容能力の余裕がない。

・市内民間マリーナの現状は、大方、飽和している状況。

・漁業の状況変化の中で、漁港の空間的余裕がある場合は、漁業以外と共存共栄すること

が望ましい。

・本来、漁港は漁業活動のためのものであり、漁業活動に支障がないようにしてほしい。

・水産庁をはじめ国の色々な方針を踏まえ、適正化に向けた検討を進めるべき。

・現在、漁港にプレジャーボートを係留している善意の利用者に不利益がないような考慮

が必要。

【今後の管理運営と放置艇対策について】 

・周辺住民にとっても安全・安心な管理をしてほしい。

・他都市の先行事例を参考に検討を行うべき。

・漁港のことを一番把握している漁業者の知識や経験と、行政が連携した管理体制の検討

が必要。

【今回の事案の原因検証と再発防止策について】 

・漁協が費用を利用者より徴収していたことについて、漁協が管理するためにどのような

経費が発生していたかを確認することが望ましい。

・出来る範囲で過去に遡って検証し、市民が納得できる新しい管理の方向性を打ち出す

ことが重要。

・第三者的立場から、福岡市の調査等には全面的に協力する。
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４ 第２回会議での委員の主な意見 

【係留しているプレジャーボートへの対応・今後の管理運営と放置艇対策について】 

・漁業活動へ支障が生じないように、放置等禁止区域を設定すべき。

・地域の意見をよく聞いたうえで、駐車場の問題なども併せて検討する必要がある。

・プレジャーボートは特定の人しか利用しないため、利用料は受益者負担を原則とし、

係留に係る費用は利用者が負担すべき。

・現在の市の使用料よりも大きく値上がりする場合は、激変緩和措置期間を設けること

なども考える必要があるのではないか。

・漁業活動への支障を考えると、民間マリーナと同じサービスの提供は難しいため、

そのことを勘案した利用料設定の検討が必要。

・管理方法については、現在の問題にすぐに対応する話と、将来的にどうしていくのかと

２段階で検討していくべき。

【市漁協のプレジャーボートの係留の収支について】 

・本有識者会議では、委員の様々な見識や立場からの意見を踏まえ議論する必要がある。

・事務局から示された資料と説明の範囲では、収支に大まかなところで不合理は感じ

ない。

・本来、市が管理すべきところを、市漁協が管理に必要なことを行っており、不当利得の

返還請求を行うことは難しいのではないか。

・不当利得にあたるかどうかは、これまでの経緯等も含め、法的な最終判断をすべき。
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５ 第３回会議での委員の主な意見 

【係留しているプレジャーボートへの対応・今後の管理運営と放置艇対策について】 

・放置艇対策は受け入れルール作りと放置等禁止区域設定をセットで行うべき。

・漁港ごとの料金設定は、体育館等の公共施設を参考に共通の料金とするか、場所の利便

性を踏まえて料金に差をつけるかなど技術的には色々な考え方があるが、新たな放置艇

が発生しないような検討が必要である。

・漁港周辺の駐車場について、近隣の公園利用者に配慮してほしい。

【市漁協のプレジャーボートの係留の収支について】 

・不当利得の返還請求は「漁協の利得」と「福岡市の損失」が存在し、損失の範囲内で

請求するものである。

・「漁協の利得」について、漁協の収支ではプレジャーボートの係留に係る直接的な経費を 

計上しているが、実際には目に見えない間接経費も発生していると考えられるため、 

「漁協の利得」を想定しづらく、証明・説明することは難しい。 

・「福岡市の損失」について、市が漁港を有効活用するためには相応の設備投資も必要で 

あり利益が残るとは思えず、また、仮にそのような投資をして整備された漁港を漁協が 

利用しているというのであれば、損失があるといえるが、そのような状態ではなく、 

損失を証明・説明することは難しい。 

・第２回会議や事務局への確認を踏まえると、不当利得の返還請求を行うことは難しい。

【今回の事案の原因検証と再発防止策について】 

・今回発生した不作為の原因は、職員調査によると課題の整理が十分になされておらず、

改善が先延ばしされたことや、組織的な情報共有ができていなかったことと考えられる

ため、そうしたことが発生しないよう、定期的な課題の整理や組織的な情報共有が

重要。

・今回の事案は、長年にわたる市の不作為が大きな原因であるため、市は大いに反省し

て、今後このようなことがないように、再発防止にしっかりと取り組んでほしい。

・アンケートの取扱いについて、回答内容によって処分されるなど、回答者に不利益が

あると、今後、同様の事案があった場合の原因追及等の調査が難しくなるため、
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今回のアンケートについては、あくまでも原因追及のためのものとして扱うべき。 

・再発防止策については、農林水産局だけではなく全市的にも求められる取組みでは

ないか。

６ 第１回～３回会議における委員意見のまとめ 

【係留しているプレジャーボートへの対応・今後の管理運営と放置艇対策について】 

➣ プレジャーボートの係留について、条例及び規則を整理し、浜崎今津漁港以外の市管理

漁港でも市の適正な管理下においたうえで受入れを行う。

➣ 漁船減少による漁港の有効活用の観点を踏まえつつ、本来、漁港は漁業活動の施設で

あるため、放置等禁止区域の設定などを行い、漁業活動に支障がない範囲での受け入れ

とする。

➣ 地域の意見をよく聞いたうえで、駐車場の問題なども併せて検討し、周辺住民にとって

も安全・安心な管理とする。

➣ 受益者負担を原則とし、民間マリーナとのサービスの違いなどを考慮した利用料の設定

を行う。

＜留意事項＞ 

・現在、漁港に係留している善意の利用者のプレジャーボートが他の場所で放置艇となら

ないような配慮の検討を行うべき。

・管理手法については、国の方向性や他自治体の先行事例（委託や指定管理など）を参考

にし、短期的視点と長期的視点で分けて検討を行うべき。

・現在の市の使用料よりも著しく高くなる場合は、激変緩和措置などの検討を行うべき。
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【市漁協のプレジャーボートの係留の収支について】 

➣ 不当利得の返還請求は「漁協の利得」と「福岡市の損失」が存在し、損失の範囲内で

行うもの。

➣ 有識者会議での意見や事務局への確認を踏まえると、以下のことから、不当利得の返還

請求を行うことは難しい。

・ 「漁協の利得」に関して、漁協のプレジャーボートの収支については、事務局から示 

された資料と説明の範囲では、大まかなところで不合理は感じない。 

・また、漁協の収支ではプレジャーボートの係留に係る直接的な経費を計上している

が、実際には目に見えない間接経費も発生していると考えられるため、「漁協の利

得」を想定しづらく、証明・説明することは困難。

・「福岡市の損失」について、市が漁港を有効活用するためには相応の設備投資も必要 

であり利益が残るとは思えず、また、仮にそのような投資をして整備された漁港を 

漁協が利用しているというのであれば、損失があるといえるが、そのような状態で 

はなく、損失を証明・説明することは困難。 

➣ 有識者会議での意見やこれまでの経緯等も含め、市で最終的な判断を行われたい。

【今回の事案の原因検証と再発防止策について】 

➣ 今回発生した不作為の原因は、職員調査によると、以下のように考えられる。

・個々の職員には事情があるかもしれないが、多くの職員が放置艇の事実を知りつつ

も、長期間にわたりその状態が継続されていることから改善するハードルが徐々に

高くなり、課題の整理も十分になされておらず、先延ばしされた。

・放置艇の事実を知っているか否かについて、在籍した時期により違いがあり、また、

局長と部長以下とで認識に乖離があること、部長以下においてもほとんど本件に関す

る引継ぎが行われていないことから、組織的な情報共有ができていなかったと言え

る。また、情報共有が適切に行われていなかったことから、局長をはじめとした上司

によるマネジメントが及ばなかった。

➣ 今回の事案の再発防止に向けて、以下のような取組みを進められたい。

・直属の上司以外への相談を可能とする体制の構築

・定期的な業務の棚卸と課題の整理・組織的な共有
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➣ 今回の事案は、長年にわたる市の不作為が大きな原因であるため、市は大いに反省し

て、今後このようなことがないように、再発防止にしっかりと取り組まれたい。

＜留意事項＞ 

・今回のアンケートの回答内容によって、回答者に不利益があると、今後、同様の事案が

あった場合の調査が難しくなるため、今回のアンケートについては、あくまでも原因追

及のためのものとして扱うべき。

・再発防止策については、今回の事案に限らず、有用な取り組みであるため、農林水産局

のみではなく、他局にも共有を行うべき。
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指定管理者募集要項 

農林業ふれあい施設

○花畑園芸公園

○福岡市市民リフレッシュ農園

・今津リフレッシュ農園

・立花寺緑地リフレッシュ農園

令和７年７月 

福岡市農林水産局
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１ 指定管理者制度の趣旨 

指定管理者制度は、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、経費の節減だけでなく

住民サービスの向上を図ることを目的とした制度です。 

農林業ふれあい施設の指定管理者の指定にあたっては、広く事業者を募集し、管理運営

について、制度趣旨を踏まえた創意工夫のある提案を募集します。 

２ 農林業ふれあい施設について 

この募集要項において指定管理者を募集する農林業ふれあい施設とは、福岡市農林水産局

が所管する下記の施設をいいます。 

１ 花畑園芸公園 

２－１ 今津リフレッシュ農園 

２－２ 立花寺緑地リフレッシュ農園 

（２－１及び２－２の総称を「福岡市市民リフレッシュ農園」といいます。） 

（１）施設の役割 

１ 花畑園芸公園 

花畑園芸公園は、福岡県農業試験場跡地の立地条件を活かし、園芸振興拠点施設

として園芸作物の総合的な実験展示及び市民の園芸知識向上の場とするとともに、

市民が自然に親しめる緑の憩いの場として、昭和５９年１１月に開園した果樹を特

色とする都市公園です。 

みかん狩り等の果実採取、農園芸相談、実習農園体験等の様々な講座の実施など、

広く市民に利用されています。 

２ 福岡市市民リフレッシュ農園 

 福岡市市民リフレッシュ農園は、農作物の栽培体験の場を提供することにより、

市民の余暇の活用及び健康の増進に寄与するとともに農業への理解を促進し、もっ

て本市農業の振興及び活性化に資することを目的とした、市民向け農園です。 

２－１ 今津リフレッシュ農園 

 平成９年開園。ふれあい農園ではじゃがいも・玉ねぎ・いちご等の収穫体験、

夏～秋にはぶどう・みかんの果樹採取体験が楽しめます。 

２－２ 立花寺緑地リフレッシュ農園 

平成１５年開園。体験農園以外にも芝生広場等を整備し、緑の憩いの場とし 

て広く市民に利用されています。 
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（２）施設の概要 

１ 花畑園芸公園 

ア 所在地 福岡市南区大字桧原及び柏原七丁目 

イ 敷地面積  １４.７ｈａ 

ウ 主な施設  常緑果樹展示園、落葉果樹展示園、珍果樹展示園、熱帯果樹温室、

養液栽培施設、ブドウ室、園芸センター、展望台、レストハウス、

芝生広場、催し広場、花壇広場、駐車場、管理事務所 

エ 設置年月 昭和５９年１１月 

２－１ 今津リフレッシュ農園 

ア 所在地   福岡市西区今津 

イ 敷地面積  ７ｈａ 

ウ 主な施設  体験農園（休憩ハウス付農園、集合農園、棚式農園）、ふれあい農

園、果実採取園、モデル農園、交流センター、作業棟、調理棟、

芝生広場、調整池、駐車場 

エ 設置年月  平成９年９月（平成７年８月一部開園） 

２－２ 立花寺緑地リフレッシュ農園 

ア 所在地   福岡市博多区立花寺二丁目 

イ 敷地面積  １．７ｈａ 

ウ 主な施設  集合農園、クラブハウス、倉庫棟、四季の丘広場、芝生広場、憩

いの広場、人工流水路、遊具、駐車場 

エ 設置年月  平成１５年９月 

（３）施設に附属する備品 

備品については、仕様書にある「備品台帳」のとおりであり、無償で貸与します。 

３ 指定期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間

４ 管理・運営業務内容 

管理・運営業務内容の詳細については、別紙２「指定管理者 管理運営仕様書」のとお 

りです。
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５ 管理・運営経費について 

（１）管理・運営に関し本市が負担する令和８年度指定管理料の上限（税込） 

１ 花畑園芸公園  １０９，８５６千円 

２－１ 今津リフレッシュ農園  ５９，８０８千円 

２－２ 立花寺緑地リフレッシュ農園   ２９，９６６千円 

  （実際にお支払いする指定管理料は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごと

に、指定管理者から応募時に提案された金額をもとに、毎年度、実施協定書を締結する中

で市と指定管理者の協議によって決定します。） 

（２）本市が支払う指定管理料に含まれるもの 

指定管理料については、管理運営業務の執行に係る次の経費が含まれるものとして、

その金額をお支払いします。なお、原則、余剰が生じた場合でも市への返納は不要です。

（ただし、修繕費及び備品購入費については除く。） 

① 人件費

② 事務費

③ 管理費（※修繕費及び備品購入費(年度末に精算します。)、光熱水費、保守管理費等）

④ 事業費

＜修繕費の取扱い＞ 

・修繕については、指定管理者が臨機応変に対応できるよう、指定管理料のうち、各施設

下記の金額を修繕費と定め、年度終了後の実績報告に基づき精算を行います。精算の結

果、余剰が生じた場合は、市へ返納していただきます。不足が生じる場合は、市と協議

し、市が必要性を認めたときは、追加で支給を行うこととします。なお、予算を超えた

場合は、修繕費と備品購入費との間での流用を可能とします。

・修繕を行う場合は、原則、市との事前協議が必要です。（軽微なもの（２０万円以内）

及び緊急を要するものを除く。）

  １ 花畑園芸公園  １，５００千円（税込） 

  ２－１ 今津リフレッシュ農園 １，１００千円（税込） 

  ２－２ 立花寺緑地リフレッシュ農園  ４５０千円（税込） 

＜備品購入費の取扱い＞ 

・公の施設に必要な備品は、指定管理者が臨機応変に対応できるよう、指定管理料のう

ち、各施設下記の金額を備品購入費と定め、年度終了後の実績報告に基づき精算を行

います。精算の結果、余剰が生じる場合は、市へ返納していただきます。不足が生じ
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る場合は、市と協議し、市が必要性を認めたときは、追加で支給を行うこととします。

なお、予算を超えた場合は、修繕費と備品購入費との間での流用を可能とします。 

・備品とは、購入価格が概ね税込５万円以上かつ耐用年数が２年以上のものをいいます。

なお、指定管理料で購入した備品の帰属は、本市となります。

  １ 花畑園芸公園  ３００千円（税込） 

２－１ 今津リフレッシュ農園 ３００千円（税込） 

２－２ 立花寺緑地リフレッシュ農園 ２００千円（税込） 

（３）指定管理料の支払い 

会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとにお支払いします。 

なお、支払い方法については、毎月、前金でお支払いします。（具体的な支払方法等は、

協定等で定めます。） 

（４）管理口座 

指定管理料及び収入は、当該指定管理業務専用の口座を用意し、他の事業等で使用し

ている口座とは別に管理してください。 

６ 応募について 

 （１）応募資格 

① 法人その他の団体（以下「団体」という。）であること

・個人での応募はできません。

・複数の団体により構成されるグループ（以下「グループ」という。）で応募すること

ができます。この場合は、応募時に共同事業体を結成し、代表構成団体（他の団体

は構成団体とします。）を定め、共同事業体内の責任分担を明確にしておいてくださ

い。

② 応募団体（グループの場合、代表構成団体及び構成団体）は、福岡市内に事務所を置

くものとします。 

③ 応募者の制限

次に該当する団体は、応募者となることができません。また、グループで応募する

場合の構成団体となることもできません。 

a  地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。）第 167 条の 4の規定に該当する者 

b  募集要項等公表の日から候補者決定の日までの間に、福岡市競争入札参加停止等措

置要領に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受けている期間がある者 

※措置要領が掲示されているホームページアドレス

https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/keiyaku_kanri/keiyaku_hp/law_index.html 

-15-



c  募集要項等公表の日から候補者決定の日までの間に、福岡市競争入札参加停止等措 

置要領別表第１、第２及び第３の各号に規定する措置要件に該当する者 

d  団体（任意団体にあってはその代表者）が、所得税、法人税、消費税、地方消費税 

及び市町村税に係る徴収金を滞納している者 

 e  自らの責めに帰すべき事由により、５年以内に指定管理者の指定の取消しを受けた 

者 

f  会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定

がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）、民事再生法に基づく再

生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定がなされ、競争入札参

加資格の再認定を受けた者を除く。）、破産法に基づく破産手続開始の申立てがなさ

れている者又は会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者、手形交換

所による取引停止処分を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認

められる者 

g 団体又はその代表者が、次のいずれかに該当する者 

ア 暴力団員が事業主又は役員に就任していること

イ 暴力団員が実質的に運営していること

ウ 暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用しているこ

と

エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る

契約を締結していること

オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与していること

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していること

h 団体及びその代表者が、指定管理者として行う業務に関連する法規に違反する者 

として関係機関に認定された日から２年を経過しない者 

（２）留意事項 

① 接触の禁止

選定委員、本市職員及び募集関係者に対して、本件応募についての接触を禁じます。

接触の事実が認められた場合は、失格となることがあります。

② 重複応募の禁止

施設ごとに、１団体（グループ）につき、応募は１件とします。同一施設について、

同一団体（グループ）が複数の応募を行うことや、他のグループの代表構成団体及び構 

成団体になることはできません。 

③ 応募内容変更の禁止

提出された書類の内容を変更することはできません。

④ 応募の無効

次のいずれかに該当する応募は無効とし、無効の応募を行った者を候補者とした場合
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は、候補者の決定を取り消すものとします。 

 a 参加資格のない者が応募したもの 

 b 応募書類に虚偽の記載があるもの 

c 応募書類が所定の日時までに到着しないもの 

d 同一の応募者から同一施設に二つ以上の応募があった場合 

e 応募書類に必要な記名押印がないもの 

f 金額その他主要事項の記載が不明確なもの 

g その他応募に際し不正の行為があったと認められるもの 

h その他応募に関する条件に違反したもの 

⑤ 応募書類の取扱い

応募書類は、理由のいかんを問わず返却しません。

⑥ 応募の辞退

応募書類を提出した後に辞退する際には取下げ書（様式１４）を提出してください。

⑦ 費用負担

応募に関して必要となる費用は、団体の負担とします。

⑧ 使用言語及び単位

本事業の手続きに関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第 51

号。）に規定するもの、使用通貨は日本円、時刻は日本標準時とします。 

⑨ 応募書類の追加

市が必要と認める場合は、追加して書類の提出を求めることがあります。

⑩ 募集の中止等

天変地異等やむを得ない理由により、募集の執行ができないときは、これを延期し、

又は中止する場合があります。 

また、応募者の談合の疑い、不正不穏行動等により応募を公正に執行できないと認 

められるときには、応募の執行を延期し、又は中止する場合があります。 

⑪ 提出書類の取扱い・著作権

団体の提出する書類の著作権は、それぞれ作成した団体に帰属します。

ただし、福岡市情報公開条例（平成 14年条例第３号。以下同じ。）第７条の規定に

基づき応募内容を公表する場合、その他本市が必要と認める場合は、提出書類の全部 

又は一部を無償で使用できるものとします。 

⑫ その他

a  応募者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法第 54

号。）に抵触する行為を行ってはなりません。 

b  応募者は、応募にあたっては、競争を制限する目的で他の応募者と提案価格又は

応募意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければなりません。 
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c  応募者は、優先交渉権者の決定前に他の応募者に対して提案価格を開示してはな

りません。 

７ 募集手続等について 

（１）指定管理者の募集スケジュール

① 募集の周知 令和７年７月１４日（月） ～ ９月 １日（月） 

② 募集要項の配布 ７月１４日（月） ～ ９月 １日（月） 

③ 募集要項に関する質問の受付 ７月１４日（月） ～ ７月３１日（木） 

④ 募集要項に関する質問の回答 ８月 ８日（金） 

⑤ 応募書類の受付 ８月１８日（月） ～ ９月 １日（月） 

（２）指定管理者の募集手続 

① 募集要項の配布

配布期間：令和７年７月１４日（月）～９月 １日（月）午後５時まで

配布場所：福岡市ホームページからダウンロードしてください。

② 募集要項に関する質問の受付

募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。

受付期間：令和７年７月１４日（月）１０時～７月３１日（木）午後５時まで

受付方法：質問書（様式１３）に記入のうえ、問い合わせ先（１７ページ記載）へ電

子メールに添付して送付し、質問書を提出した旨を電話で連絡してくださ

い。 

③ 募集要項に関する質問の回答

質問に対する回答は福岡市ホームページへ掲載いたします。（８月８日掲載予定）

④ 現地見学会

施設等の現地見学会は、施設を公開していることから実施しません。

応募予定団体が自ら現地を見学することは構いませんが、現地管理事務所の職員から

直接説明を受けることはできません。 

（３）応募書類 

応募時に次の書類をそれぞれ６部（原本１部、コピー５部）提出してください。様式

を定めるものについては、別紙１「指定管理者応募様式集」のとおりです。なお、様式

の規格は、Ａ４縦、片面印刷とします。 

① 指定申請書（様式１）

グループによる応募の場合は、付属資料として、共同事業体協定書の写し及び共同

事業体応募構成書（様式２）を提出してください。 

② 事業者に関する書類
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a 団体概要説明書（様式３） 

b 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

c 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び過去２か年の事業報告書

（設立２年以内の場合は、設立後の事業報告書） 

  d 法人にあっては、 

ⅰ 当該法人の登記事項証明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

ⅱ 法人税、消費税、地方消費税及び市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証

明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

ⅲ 賃借対照表（過去３年分） 

ⅳ 損益計算書（過去３年分）及び付属書類 

〈付属書類〉  

・製造原価報告書等の原価の明細・販売費及び一般管理費等の明細

・その他人件費が含まれる費用があればその明細

ⅴ 人員表（過去３年分の各決算期末の常勤役員数、従業員数、非常勤従業員数

（パートタイマー、アルバイト）。なお、非常勤従業員数は、８時間で１人と換

算してください。） 

  ⅵ 役員名簿（氏名・フリガナ・性別・生年月日）（様式４） 

※共同事業体で応募する場合は、それぞれの構成団体の上記書類を提出してください。

e その他の団体にあっては、 

ⅰ 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び過去２か年の収支決算

書（設立２年以内の場合は、設立後の収支決算書） 

ⅱ 財産目録 

ⅲ 所得税、消費税、地方消費税及び市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証

明書（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

ⅳ 人員表（過去３年分の各決算期末の常勤役員数、従業員数、非常勤従業員数

（パートタイマー、アルバイト）。なお、非常勤従業員数は、８時間で１人と換

算してください。） 

ⅴ 役員名簿（氏名・フリガナ・性別・生年月日）（様式４） 

※役員名簿により収集した個人情報については、指定管理者からの暴力団排除のため、

福岡県警察への照会確認に使用します。

福岡市では、市の事務事業からの暴力団排除に向けて全庁を挙げて取り組んでおりま

す。暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に対し、指定管理

者の応募資格から除外する等の措置を行うこととしておりますので、ご協力の程お願

い致します。

③ 提案書

a  管理運営業務の事業計画書（様式５）

様式は任意/Ａ４縦サイズ/表紙の次に目次、それ以降のページに１からページ 

番号を記載/片面印刷  ※記入についての枚数制限はありません。 
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※事業計画書には、応募団体名（共同事業体名、構成団体名を含む。）及びそれが推定さ

れるもの（ロゴ、企業グループ名、ブランド名等）は記載しないでください。

b  令和８年度収支計画（様式６）

④ 指定管理の実績（施設名、指定期間、指定の取消しの有無）を記載した書類（様式

は任意）（他都市での指定管理の実績も含む。） 

⑤ 暴力団排除に関する誓約書（様式７）

※暴力団排除に関する誓約書については、福岡市の競争入札有資格者名簿に登載され

ていない団体の場合のみ提出してください。

※共同事業体で応募する場合は、それぞれの構成団体の上記書類を提出してください。

⑥ 中小企業の活性化に係る評価に関する申立書（様式８）

※中小企業の活性化に係る評価に関する申立書については、中小企業（みなし大企業を

除く）に該当する団体の場合のみ提出してください。

⑦ 団体運営における法令等の遵守状況に関する申立書

a 福岡市における競争入札参加停止措置に関する申立書（様式９） 

福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止措置を受け、指定管 

理者募集の公告日に、競争入札参加停止の措置期間満了日の翌日を起算日とする競争

入札参加停止の措置期間と同期間がかかる者（図１の事例２に該当する者） 

※共同事業体で応募する場合は、それぞれの構成団体の上記書類を提出してください。

b 福岡市における競争入札参加停止措置の概要（申立書）（様式１０）及びその添付

書類 

※bは、aの申立書において「該当がある」とした場合のみ提出してください。

c 国又は他の地方公共団体における競争入札参加停止措置に関する申立書 

（様式１１） 

国又は他の地方公共団体から競争入札参加停止措置を受けた者で、指定管理者募集 

の公告日前日までの過去２年間に、競争入札参加停止の措置期間がかかる者（図２に

該当する者） 

※共同事業体で応募する場合は、それぞれの構成団体の上記書類を提出してください。

d 国又は他の地方公共団体における競争入札参加停止措置の概要（申立書） 

（様式１２）及びその添付書類 

※dは、cの申立書において「該当がある」とした場合のみ提出してください。

【図１】 公表日 

事例１ 減点対象 
 

事例２ 減点対象外 

事例３ 参加資格なし 

競争入札参加停止等 

８箇月 

同期間８箇月 

競争入札参加停止等 
４箇月 

同期間４箇月 

競争入札参加停止等 
８箇月 同期間８箇月 
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【図２】 

⑧ その他、本市が必要と認めた場合は、追加書類の提出を求める場合があります。

（４）応募書類の受付 

応募書類を次のとおり受け付けます。 

受付期間：令和７年８月１８日（月）～ ９月 １日（月） （土日祝日を除く。） 

  午前１０時～午後５時（正午～午後１時を除く） 

受付方法：持参による提出。 

受付先 ：問い合わせ先（１７ページ記載）に同じ 

８ 選定について 

（１）選定手続

指定管理者の選定は、公募型プロポーザル方式により審査を実施し、指定管理者の候補

者を選定します。 

（２）選定委員会

指定管理者の候補者を選定するため、農林業ふれあい施設の指定管理者選定委員会を設

置します。 

選定委員会とは、 

① 指定管理者の候補者の選定のため、選定基準や募集要項の検討を行う。

② 団体から提出される応募書類について、ヒアリングなどで詳細な内容を把握し、本

市が選定するうえで参考となる意見を述べる。

  など、選定過程において、重要な役割を担う協議会です。 

（３）選定の流れ

① 応募書類の確認（資格審査）

 団体からの提出資料については、応募資格を満たしているのかを事務局で確認し

ます。その結果、応募に関する制限事項及び禁止事項に該当すると認められた団体

△△市の 競争入札参加停止の措置期間

（例）指名停止期間：令和２年 ５月1日～令和2年８月31日

□□市の競争入札参加停止の措置期間

（例）４か月

（例）指名停止期間：平成30年６月1日～平成30年９月30日

（※２）国及び他の地方公共団体の，福岡市競争入札参加停止等措置要領に相当する要領等に基づく、

一般競争入札指名停止措置

　（平成30年7月1日～令和２年６月30日）

２．　国・他の地方公共団体の競争入札参加停止措置（※２）を受けた場合

公告日
過去2年間

（例）平成30年7月1日 (例)令和２年７月１日

2

公告日前日までの

過去2年間に、国

又は他の地方公共

団体の競争入札参

加停止の措置期間

がある

応募資

格有

委員に

情報

提供

申立書

提出

必要
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は、ヒアリングに参加することができません。その場合は、該当する団体あてに郵

送にて通知します。 

② ヒアリングの実施

 資格審査を通過した団体に対して、選定委員会によりヒアリングを実施したうえ

で、提案された内容を総合的に審査します。 

開催日時：令和７年９月中旬（予定） 

※応募書類として提出した提案書を使用してプレゼンテーションを行っていた

だきます。

※ヒアリングの実施方法の詳細については、別途通知します。

（４）選定における評価基準について 

応募内容を以下の基準により審査し、農林業ふれあい施設の各施設を最も適切に管理

することができる団体を選定します。 

ただし、評価点の平均が１１７点以上であることを最低制限基準とし、これを満たさ

ない団体については選定から除外します。次点候補者の選定及び応募団体が１団体のみ

であった場合も同様とします。 

〔１〕施設運営の考え方（５点） 

  施設の設置目的を踏まえた適切な運営ができる団体であるか。 

〔２〕業務遂行力（９０点） 

施設の管理運営を行う能力を十分に備えた団体であるか。 

① 経営の安定性

② 年間計画

③ 要員配置計画及び必要な人材の確保・育成計画

④ 危機管理・安全対策

⑤ 個人情報の保護・情報公開・暴力団排除・コンプライアンス向上

⑥ 環境への配慮

〔３〕施設の効用の発揮（８０点） 

施設の効用を十分発揮できる団体であるか。 

① 利用者サービスの質の確保・向上

② 効果的な集客・利用促進

③ 地域やボランティアとの連携

④ 効率的運営、効率化への取組

〔４〕収支計画（２０点） 

  提案内容に見合った無理のない収支計画であり、かつ効率的な管理運営ができる

団体であるか。 
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〔５〕地場中小企業の活性化（５点） 

  地場中小企業の活性化及び育成を図るため、応募団体（グループの場合、構成団

体のいずれか）が要件に該当する場合に加点する。 

〔６〕団体運営における法令等の遵守状況（審査項目に該当する場合、５点を減点） 

  法令等を遵守した運営を行う団体であるか。 

〔７〕指定管理業務における不適切行為（該当する場合、５点を減点） 

令和８年４月１日から遡って５年の間に、本市での指定管理業務において、不適

切な行為により「業務の停止」や「改善指導（厳重注意）」を受けた団体である

か。 

（５）候補者の選定方法 

指定管理者の候補者の選定は、次の手順により行います。 

① 選定委員ごとに、審査項目の配点（２００点満点）に基づき、各団体の評価点を集

計するとともに、上記（４）の〔５〕〔６〕〔７〕に該当する団体については加点又

は減点を行います。

団体ごとに評価点の平均を算出し、最低制限基準点（１１７点）に満たない場合は、

これ以降の集計及び審査から除外します。

② 選定委員ごとに、評価点が高い団体から順に、５点、４点、３点、２点、１点、

６位以下は０点として順位点を付けます。

③ 各団体の選定委員全員分の順位点を合計した総合順位点を集計し、得点上位５団体

を最終審査候補とします。

④ ヒアリングの結果や選定委員会の意見を参考に総合的に判断し、総合順位点上位５

団体の中から、市が指定管理者の候補者を決定します。

９ 選定後の流れについて 

（１）選定後のスケジュール

① 選定結果の通知 令和７年１０月中旬予定 

② 指定管理者の候補者の公表 １０月中旬予定 

③ 指定管理者の候補者との仮協定の締結 １１月上旬予定 

④ 指定管理者の指定（基本協定締結） １２月予定 

⑤ 指定管理者との実施協定締結 令和８年４月１日予定 

（２）選定結果等の通知及び公表 

選定結果は、応募書類を提出した応募者に対して速やかに郵送にて通知します。 

なお、グループで応募した場合は、グループの代表構成団体宛に通知します。 

また、選定の経過及び結果は、指定管理者の候補者を選定した後に、福岡市のホーム 
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ページへの掲載等により公表します。ホームページには、候補者及び第２順位（次点）の

団体名も公表します。 

（３）選定された指定管理者の候補者との協議

本市は、指定された指定管理者の候補者と細目を協議し、協議成立後、仮協定を締結

します。候補者との協議が成立しない場合は、次点の候補者と協議を行います。 

なお、次点としての権利を有しているのは、令和７年度末までです。 

（４）指定管理者の指定

議会の議決後に、指定管理者の候補者を指定管理者に指定します。（１２月予定）

（５）協定の締結

指定管理者の候補者は、議会の議決後に指定管理者として指定され、この指定の日か

ら、先に締結した仮協定が本市との正式な協定となります。 

（６）苦情の申立て

選定されなかった者のうち、選定結果に不服があり、選定過程に瑕疵があったことを

説明できる者は、選定の結果通知を行った日の翌日から起算して１０日（休日を除く。）

以内に、市長に対して苦情の申立てを行うことができる。ただし、苦情の申立ては、原則

として、指定手続きの執行を妨げるものではない。 

１０ 協定について 

選定された指定管理者の候補者との協議を踏まえ、仮協定を締結します。議会の議決後に候

補者を指定管理者として指定するとともに、仮協定を正式な基本協定とします。 

なお、応募者が、以下の「（３） 留意事項」に規定する条件に該当する場合は、基本協定を

締結しない場合があります。 

（１）基本協定

① 管理業務の基本的項目（業務の範囲、指定の期間等）

② 実施協定の締結

③ 経理に関する事項

④ 事業の報告、モニタリング等に関する事項

⑤ 委託料の支払に関する事項

⑥ 損害賠償に関する事項

⑦ 情報公開及び秘密の保持に関する事項

⑧ 個人情報の取扱いに関する事項

⑨ 指定の取消に関する事項

⑩ 指定期間終了時に関する事項

⑪ 法令、条例等に関する事項
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⑫ その他市が必要と認める事項

（２）実施協定

基本協定に基づき、毎年度、本市が指定管理者に支出する指定管理料に関する事項等

について、実施協定書を締結します。 

なお、実施協定書の締結にあたり、毎年度２月末までに事業計画書を市に提出いただ

きます。 

（３）留意事項

候補者決定の翌日から、「指定管理者の指定」の承認に係る議会の議決日までの間に、

候補者が参加資格を欠くに至った場合、本市は基本協定を締結しない場合があります。

また、候補者が以下の各号のいずれかに該当するときは、本市は、基本協定を締結しな

い場合があります。この場合、本市は、一切の損害賠償の責めを負わないものとします。 

① 著しく信義に反する行為があったことが明らかになり、協定の相手方として不適当で

あると認められるとき。

② 協定の履行が困難と認められる事由が生じたとき。

１１ モニタリング 

（１）モニタリングとは

指定管理者による公の施設の管理運営に関し、法令、条例、協定書、仕様書等で定めて

いる施設の運営や維持管理に関する業務を指定管理者が適切に実施しているかどうか、指

定管理者によって提供されるサービスの水準が市の要求水準を満たしているかどうか等に

ついて、管理運営業務等の実施状況を①点検（各種報告書、実地調査、利用者アンケート

等の確認）し、②評価（指定管理者自己評価、第三者評価、市による総合評価）を行うこ

とです。本市は、指定期間中にモニタリングを実施します。なお、評価にあたり、指定期

間中に２回（２年目、４年目）、有識者・専門家等からなる第三者評価を行います。 

（２）事業報告書等の提出

指定管理者は、毎年度終了後、地方自治法第２４４条の２第７項の規定に基づく事業

報告書、月次報告書、指定管理者自己評価シート（利用者アンケート結果を含む。）を提

出いただきます。 

（３）モニタリングの実施

モニタリングの実施時期や項目については、協定等において定めます。

（４）業務の基準を満たしていない場合の措置

モニタリングの結果、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合、本

市は、指定管理者が必要な改善措置を講じるよう通知や是正指示を行い、それでも改善

が見られない場合は、指定を取り消すことがあります。 
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１２ その他 

（１）関係法令の遵守

業務を遂行するうえで、関連する法令を必ず遵守する必要があります。

農林業ふれあい施設の各施設における関連する法令については、別紙２「指定管理者

管理運営仕様書」に記載しています。 

（２）引継業務

引継業務の内容については、概ね次のとおりです。引継業務等における人件費等の費

用はすべて指定管理者として指定された団体の負担となります。また、新しく指定管理

者が変る場合は、同様に次期指定管理者への引継業務を実施してください。 

① 従前の指定管理者からの業務引継

② 事業計画書作成業務 など

（３）監査

① 指定管理者は、施設の設置者たる地方公共団体の事務を監査するのに必要な範囲で、

調査の対象となり、帳簿書類その他の記録を提出しなければなりません。 

② 議会から監査委員又は個別外部監査人に対し、地方公共団体の事務に関する監査の

求めがあった場合においても、地方公共団体の事務を監査するのに必要な範囲で、指

定管理者は出頭を求められ、調査の対象となり、帳簿書類その他の記録を提出しなけ

ればなりません。 

（４）公表・公開について

選定の過程や選定結果、指定管理者の評価結果については、本市ホームページにて公表

します。 

本事業については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成 11 年法律第 42

号。）第５条及び福岡市情報公開条例第７条の規定に基づき、情報を公開します。 

なお、参加表明書等及び提案書等についても、福岡市情報公開条例第２条第２号に規 

定する公文書となるため、決定結果に関わらず情報公開の対象となります。ただし、福岡

市情報公開条例第７条に規定する非公開情報を除きます。よって、福岡市情報公開条例第

７条の規定に基づき提案内容の公表をする場合、その他市長が必要と認めるときには、参

加表明書等及び提案書等の全部又は一部を使用できるものとします。 

また、事業協定の締結に至らなかった応募者の提案書については、本市が福岡市情報 

公開条例第７条の規定に基づき応募内容を公表する場合を除き、本市による事業者決定過

程等の説明以外の目的には使用しないものとします。 
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（５）第三者への委託について

清掃、警備といった個々の具体的業務を第三者に委託することは可能ですが、管理に関

する業務を一括して第三者へ委託することは禁止されています。 

なお、委託の相手方は、「福岡市競争入札参加停止等措置要領」に基づく競争入札参加

停止中又は排除措置中の者は委託先になることができません。 

（６）損害賠償と賠償補償保険

指定管理者の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合は、指定管理者に損害賠償

義務が生じることから、指定管理者は、下記の支払限度額を充たす賠償補償保険へ加入

してください。 

・身体事故  １億円（１名につき）、１０億円（１事故につき） 

・財物事故  ２千万円（１事故につき） 

（７）施設関係資料の閲覧について

施設関係資料（図面、備品一覧、事業報告書）については、下記のとおり閲覧期間を

設けます。持ち帰りやコピーはご遠慮ください。 

【閲覧期間】 令和７年７月１４日（月）～９月 １日（月） （土日祝日を除く） 

午前１０時～午後５時（正午～午後１時を除く） 

【閲覧場所】 福岡市農林水産局総務農林部政策企画課 

福岡市中央区天神１－８－１（福岡市役所本庁舎１４階） 

（８）問い合わせ

＜主催者及び事務局＞ 

〒８１０－８６２０ 

福岡市中央区天神１－８－１（福岡市役所本庁舎１４階） 

農林水産局 総務農林部 政策企画課  指定管理候補者公募担当 

ＴＥＬ：０９２－７１１－４８４１ 

ＦＡＸ：０９２－７１４－５５８３ 

E-mail：seisakukikaku.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

※電子メールを送信の際は、件名冒頭に「【指定管理者公募】」と記載して

ください。
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農林業ふれあい施設の指定管理者選定委員会（令和７年度第２回）議事録 

 

１ 日時 

令和７年９月１６日（火）午前１０時 ～ 午後４時 

 

２ 場所 

  福岡市役所９階 特別会議室２ 

 

３ 出席者 

（１）委員 

委員長 浅岡 由美 

委員  水谷 公俊 

委員  髙木 智代 

委員  平川 陽一郎 

（２）事務局 

政策企画課（森塚、野田、山口、阪本） 

 

４ 議事等 

（１）開会 

（２）審査の進め方について 

＜事務局より応募状況、タイムスケジュール、審査手順について説明＞ 

（３）審査の実施 

 ①花畑園芸公園 

 ・【Ａ社】 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委 員：現時点で課題と今後の計画は。 

  応募者：園芸について今より伝えていきたいため、学べるサインを充実さ 

せたい。また、親子対象に果実の収穫体験を実施し、触れ合う機

会を増やしたい。 

  委 員：人材の確保はどうお考えか。 

  応募者：指導員は若手の人材確保が重要と考えており、育成に力を入れて 

いる。また、県から情報をもらい、人材確保に努めている。  

  委 員：子育て世代の集客はどうお考えか。 

  応募者：ＳＮＳの効果により今夏は多くの子育て世代が来園した。引き続 

き、ＳＮＳ等を活用していきたい。 
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  委 員：コンプライアンスや個人情報保護に対する取組みは。 

  応募者：福岡市主催の研修のほか、民間が開催する研修を受講している。 

委 員：ＡＩの活用とは具体的に。 

  応募者：公園不具合アプリのようなものを作り、利用者の声を収集、分析 

し、改善に活用したい。 

 

 ・【Ｂ社】 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委 員：人員の確保はどうお考えか。 

  応募者：園長、副園長は未定。市とやりとりすることが多いポストになる 

ため、市と相談しながら決めたい。継続雇用は少し声掛けしてい

る。そのほか、個人事業主に声かけして確保済。 

  委 員：会社の従業員は何人か。 

  応募者：１人。あとは業務委託。 

  委 員：施設のどこから修繕したいと考えているか。 

  応募者：ガラスが危ないということで、人の立ち入りが難しい果樹温室を 

どうにかしたい。 

  委 員：何を初めに取り組みたいか。 

  応募者：ミカン園が立入禁止になっているため、人が入れるようにしたい。 

老木も更新したい。 

  委 員：油山ロード構想について、公園の運営と耕作放棄地の管理どちら 

もやることについては大丈夫なのか。 

  応募者：それも含めて人員確保を考えている。また、YouTubeでボランティ 

アを募集して草刈りなどをしてもらう。お礼にミカンをあげるな

ど、ゲーミフィケーションを想定。  

  委 員：一般人は草刈り機を操作することができないし、手でやるとなる 

とかなり大変。逆に農業が嫌いになるかもしれない。 

委 員：来園者のターゲット層はどうお考えか。 

応募者：土日は子育て世帯、平日は散歩利用の高齢者がターゲットになるか 

と。そのため、キッズスペースを改善したい。 

委 員：借入金があるようだが。 

応募者：公庫から創業融資を受けている。返済期間は約８年。 

委 員：引き続き、情報発信事業は行うのか。 

応募者：行う。自主事業としてチャンネルを作り、有機的に連携できればと 

考えている。 

委 員：コンプライアンスなど、スタッフの研修計画は。 

応募者：特に考えていない。 
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委 員：地域との連携はどうお考えか。 

応募者：特に考えていない。  

委 員：今の花畑園芸公園から変えないことは何か。 

応募者：高齢者が楽しく歩ける空間があることは重要で価値がある。引き続 

き森林浴ができる空間づくりをしたい。 

 

 ・【Ｃ社】 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委 員：トイレの改修は収支計画に含まれるのか。 

  応募者：含めている。年２箇所ほどを想定。 

  委 員：集客のターゲット層はどうお考えか。  

  応募者：ＳＮＳに力を入れて子ども連れを増やしたい。 

  委 員：加工品について具体的に。 

  応募者：福祉施設等での製造を考えている。ドッグフード企業とコラボし、 

ドッグカフェの新設も考えている。  

  委 員：ドッグランを温室で実施するとあるが、安全面は大丈夫か。  

  応募者：現時点の情報では、改修できるか不明確であるため、令和８年度 

は建築点検の費用を見込んでいる。温室での実施が厳しい場合は、

芝生広場での実施を考えている。 

  委 員：カフェの売上はどのように見込んだのか。 

応募者：人件費などの経費から逆算し、これくらい収入が必要という数字  

を見込んでいる。最近では人より犬にお金を使う方が多いため、 

ドッグカフェの収益がさらに得られるかと。 

  委 員：夜の道は電気代がかかるのでは。 

  応募者：ＬＥＤライト使用で、施工は 100万円程度の見込み。 

  委 員：獣害対策はどうお考えか。 

  応募者：イノシシ対策として猟友会と連携し、箱罠を設置したい。また、 

青色を嫌うため、青色テープを使うなど工夫したい。 

  委 員：老木対策はどうお考えか。 

  応募者：植え替えていく。園芸店から接ぎ木を持ってきて、農業高校の実

習を行い、技術を学べる場にしたい。また、接ぎ木を販売したい。 

 

 

 

 ②今津リフレッシュ農園 

 ・【Ｄ社】 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 
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 （質疑応答） 

  委 員：人員確保はどうお考えか。年齢構成なども。 

  応募者：継続雇用を考えているが、高齢化が問題になってくるため、あぐ 

りナビを活用して、新規人材も募集し、若返り化を図りたい。 

  委 員：植栽管理は収支計画に含まれているか。 

  応募者：含めている。Ｄ´社が専門であるため、コストダウンができる。 

  委 員：夏は暑く、体調不良で管理できなくなった区画はどうされるのか。 

  応募者：利用者による管理が厳しい場合は代理で除草する。 

委 員：いちごが人気。今までの利用者が離れていかないようにしてほし 

い。また、スマート農業も引き続きやってもらえるのか。 

  応募者：引き続き実施したい。既存事業は確実に実施し、プラスアルファ 

で積極的に提案していきたい。 

  委 員：栽培指導員の確保はどうお考えか。 

  応募者：農業生産法人と連携し、確保する考え。 

  委 員：農業指導員が３人と少なく感じるがどうお考えか。 

  応募者：３人配置のほか、月１回の講座を実施。利用者とコミュニケーシ 

ョンを取り、品目の選択肢を増やすことに努めたい。 

  委 員：２社で組んでいるのは何故か。過去にも組んだことあるか。 

  応募者：ロープワーク作業や剪定などＤ社だけでは補えないものをＤ´社

に実施してもらう。共同は初めてである。 

  委 員：Ｄ´社は借入金があるようだが。 

  応募者：60年やってきている実績があるので問題ないと考えている。 

  委 員：副施設長は継続雇用なのか。 

  応募者：そのとおり。 

  委 員：継続雇用できなかった場合はどうするのか。 

  応募者：あぐりナビや農業生産法人のネットワークを活用して人材確保を 

する。 

  委 員：残渣はどうするのか。 

  応募者：残渣は堆肥化が難しいため全て産業廃棄物で処理する。 

 

・【Ｅ社】 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委 員：人員確保はどうお考えか。 

  応募者：本社から３名ほど従事。新規採用も考えている。 

  委 員：農業指導員が２人だが、足りるのか。 

  応募者：現在は毎日配置しているようだが、土日プラス平日は希望がある 

日時で対応。ローテーションで２人と書いているが、実際は数名
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準備している。また、オンラインでの相談受付も実施する。 

  委 員：夏は暑く、体調不良で管理できなくなった区画はどうされるのか。 

応募者：基本的には利用者主体でやってもらうが、コミュニケーションを 

大事にしていきたい。利用者協議会を発足し、利用者間で情報共 

有できる場を作る。 

  委 員：指導員が常駐していないことは不安であるが。 

  応募者：経験上、相談より雑談が多い。常駐の必要はないと考える。 

      アドバイスできる人材は常駐している。 

  委 員：利用者の自主性を重んじるのか。 

  応募者：自主性を重んじたい。そのため、貸し農園を申し込む前に教室に 

参加してもらいたいと考えている。 

  委 員：イベントのネット申込は他の指定管理で実装済みか。 

  応募者：これから実装のため、収支計画に組み込んでいる。一気に変える 

のではなく、少しずつデジタル化していければ。 

  委 員：ＰＲはどうお考えか。 

  応募者：昭和バスの広告、公告付きの種やうちわを配布、施設内にデジ 

タルサイネージの設置を考えている。 

  委 員：収入が指定管理料のみだが。 

  応募者：アイスや道具の販売など他施設での実績はあるが、自主事業は市 

と協議前なので収支計画には組み込んでいない。 

 

・【Ｆ社】 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委 員：他に色々とされているが、今津での方針は。 

  応募者：循環型農業で体験農園から就農、援農につなげたい。イベントは 

子供向けも実施し、農育をしていきたい。初年度はターゲットを

絞らず、どの層に刺さるか見ながら実施したい。 

委 員：今津に常駐する人員は。 

  応募者：常駐 13人。プラス 10人の継続雇用を考えている。 

  委 員：老朽化が進んでいるが、何から手を付けたいか。 

  応募者：体験農園の相談施設、備品の管理倉庫を改善したい。 

  委 員：いちごの栽培は難しいが経験者はいるのか。 

  応募者：あまおう栽培をしている者が２人いる。 

委 員：就農支援はなかなか難しいと思うが、具体的に。 

  応募者：東部農協から後継ぎを探している農家情報を提供してもらい、マ 

ッチングさせたい。関東関西からの移住も誘致したい。伴走者と

なり、リフレッシュ農園で学んでもらい、就農につなげたい。 
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  委 員：財務面が債務超過だが 25年８月決算は。 

  応募者：自主的に上場廃止という大きな経営判断を行った。リスク分担し

ており、安定的な資金調達ができている。25 年８月決算は、売上

32 億円、営業利益６千万円、経常利益３千万円で、黒字で着地予

定。 

  委 員：短期借上はあるのか。返済計画は。 

  応募者：本社職員不在のため、財務状況の詳細不明。 

  委 員：学校とのコラボを具体的に。 

  応募者：地域の小学校や保育園などで出張講座を考えている。 

  委 員：人件費が少ないようだが、委託が多いのか。 

  応募者：そのとおり。植栽管理等専門業者に委託予定。 

 

 

 

 ③立花寺緑地リフレッシュ農園 

・【Ｇ社】 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委 員：立花寺はどのような施設と捉えているのか。 

  応募者：立花寺は都市部でたくさんの人の目にとまり、貸し農園も人気で 

あるため、現状維持したい。また、売店のさらなる活用をしたい。 

  委 員：とても人気で空いている区画なし。作物も元気がいい。 

  応募者：空港跡地の活用が可能であれば拡張の協議をやっていきたい。 

  委 員：残渣はどうするのか。 

  応募者：基本産業廃棄物で考えている。糸島の養豚場跡地で水分の多い残 

渣と糞尿をまぜて堆肥化する事業があるようなので、そのような

事例を勉強していきたい。 

  委 員：イノシシのジビエイベントについて、市に食肉処理場がないのに、 

なぜこの提案をされたのか。 

  応募者：農水省のホームページを見た。糸島のジビエ工房から仕入れる 

予定。食育の一環として発信していきたい。 

  委 員：農業生産法人では何を作っているのか。 

  応募者：果樹、にんにく、しょうが、露地野菜 

  委 員：料理教室とは具体的に。 

  応募者：長浜鮮魚市場とのタイアップや放課後教室を実施したい。 

委 員：売店も大事と言われていたが、人員配置にない。 

  応募者：常駐は考えておらず、事務が兼任する予定。引き続き地元の農家 

に納品してもらう。６次産業も取り入れたい。 

-33-



 

・【Ｈ社】 

 ＜提案書によりプレゼンテーション実施＞ 

 （質疑応答） 

  委 員：今後さらなる発展は何があるか。 

  応募者：気候変動で栽培指導員も戸惑うほどの生育不良や害虫が発生。指 

導員とともに研究して、情報発信していきたい。また、近隣農家

の野菜を買い取り、ＥＣサイトやふるさと納税で販売し、農家の

ＰＲに繋げたい。 

  委 員：従業員の高齢化はどうお考えか。 

  応募者：福岡農業高校ＯＢに相談し、紹介を受けている。 

  委 員：ＥＣサイトやふるさと納税の提案のきっかけは。 

  応募者：近隣農家の作物がせっかくいいものなのに適正価格で売られてい 

ない。適正な価格で買い取り販売していきたい。福岡市の返礼品

に野菜がなかったため、競合しないと考える。欠品が一番心配な

ので生産者と協議しながら進めたい。 

  委 員：売店の売上が 1500万円と大きいようだが。 

  応募者：オーガニック食品などこだわったものを仕入れている。健康志向 

の方から需要あり。  

-34-



 

農林業ふれあい施設の指定管理者選定委員会（令和７年度第３回）議事録 

 

１ 日時 

令和７年９月１９日（金）午前１０時 ～ 午前１１時 

 

２ 場所 

  福岡市役所 502会議室 

 

３ 出席者 

（１）委員 

委員長 浅岡 由美 

委員  水谷 公俊 

委員  髙木 智代 

委員  平川 陽一郎 

（２）事務局 

政策企画課（森塚、野田、山口、阪本） 

 

４ 議事等 

（１）開会 

 

（２）議事進行 

・第１号議案「指定管理者の候補者の選定について」 

＜事務局より資料①について説明＞ 

議長：採点結果をもとに、各応募者に対するご意見をいただきたい。 

特に、評価した点や、評価できなかった点についてご意見いただ 

 ければと思う。 

 

 

①花畑園芸公園 

【Ａ社】について 

委員：現在指定管理者であることもあり、安定した運営ができると感じ

た。また、利用者が快適に過ごせる公園を維持できている。ただ

し、新しさには欠けるため、今後の協議で追求してほしい。財務

面では一番安定している。ポテンシャルが高い施設なので、さら

なる活性化を期待する。モニタリング時にしっかりと確認したい。 
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【Ｂ社】について 

委員：発想は面白いが、指定管理とは違う形で市と連携して活躍でき 

 る場を作れると良い。財務面はかなり薄いので心配。 

 

【Ｃ社】について 

委員：新しい発想もあり悪くないのだが、Ａの方が安定感あり。 

    花畑と立花寺の両方を運営することでシナジーがあると言っ 

ていたが、似たような施設になるのももったいない。福岡市の 

ような大きな自治体は分散したほうが良いと考える。 

 

議長：それでは、これまでの審議をふまえ、花畑園芸公園の指定候補 

者に対する委員会の意見としては、１位を「Ａ社」、２位を「Ｃ 

社」、３位を「Ｂ社」としてよろしいか。 

委員：異議なし。 

 

 

②今津リフレッシュ農園 

【Ｄ社】について 

委員：ＤとＥはさほど差を感じなかったが、Ｄの方が指導員の充実面 

は良さそう。従業員の高齢化も気にしており、若返り化に期待 

したい。施設周辺の植栽管理の提案は良いと感じた。 

 

【Ｅ社】について 

委員：Ｄより相談やサポートの体制が薄く感じた。今津運動公園の指 

定管理をしているため、コラボができそう。 

 

【Ｆ社】について 

委員：中身はいいのだが財務状況が悪い。さらに、財務状況について 

説明不足。５年後、経営状況が良くなった際は、再度応募して 

ほしい。 

 

議長：それでは、これまでの審議をふまえ、今津リフレッシュ農園の 

指定候補者に対する委員会の意見としては、１位を「Ｄ社」、２ 

位を「Ｅ社」、３位を「Ｆ社」としてよろしいか。 

委員：異議なし。 
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③立花寺緑地リフレッシュ農園 

【Ｇ社】について 

委員：悪くはないのだが、Ｈの方が安定感あり。残渣を全て産業廃棄 

物にすると言っていたが、堆肥にできる方法もあると思うので、 

検討してほしい。  

 

【Ｈ社】について 

委員：３倍の倍率をずっと保っているのは人気である証拠。親身に相  

談に乗るなど利用者サービスが行き届いている。従業員の高齢化 

が心配なため、次世代育成も考えてほしい。廃棄物ゼロにするな 

ど、環境への配慮が素晴らしい。循環型農業のモデルにできる。 

 

議長：それでは、これまでの審議をふまえ、立花寺緑地リフレッシュ農 

園の指定候補者に対する委員会の意見としては、１位を「Ｈ社」、 

２位を「Ｇ社」としてよろしいか。 

委員：異議なし。 

 

 

（３）連絡事項 

＜事務局より資料②について説明＞ 

 

（４）閉会 
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